
13 拉致問題の早期解決 
 

１ 拉致問題の全容解明と拉致被害者等の早期帰国の実現 

 
【提案内容】                  提出先 内閣官房、外務省 
 (1) 北朝鮮当局による拉致問題の全面解決のため、米国、韓国、中国及び 

ロシアをはじめ国際社会と連携・協調し、拉致問題の徹底的な全容解明と

特定失踪者を含む安否不明者の生存確認及び早期帰国の実現を図ること。 

◆現状・課題 
平成14年９月の日朝首脳会談において北朝鮮当局が、初めて日本人の拉致を認め、５人の拉

致被害者が帰国してから、既に16年が経過した。拉致被害者の帰国を待つ御家族の高齢化も進

み、残された時間は非常に少なく、家族会並びに救う会からも「全拉致被害者の即時一括帰

国」が強く求められており、早期帰国の実現が必要である。 

 平成26年７月、北朝鮮は拉致被害者を含むすべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査

の実施を約束した（ストックホルム合意）。しかし平成28年、北朝鮮による核実験の実施や弾道

ミサイルの発射等挑発行為が続き、日本政府が独自制裁を強化したことを受け、北朝鮮は包括

的調査の全面中止及び特別調査委員会の解体を一方的に宣言した。平成30年の平昌オリンピッ

クを契機に、北朝鮮は南北融和路線に転換し、体制の保証と制裁緩 

和を求め、中国、韓国、米国及びロシアと相次いで首脳会談を開催 

している。２回の米朝首脳会談で拉致問題が提起されたが、最終的 

には日朝首脳間の直接対話により解決しなければならない。 

 拉致問題は、日本と北朝鮮との関係にとどまらない国際的な人権 

侵害問題であることから、米国、韓国、中国及びロシアをはじめ国 

際社会と連携して取組を進める必要がある。 

また、安否不明者の生存確認など、北朝鮮による拉致の可能性が 

排除できない特定失踪者にまで拉致問題の取組を広げる必要がある。 

◆実現による効果 
拉致問題の全面解決及び拉致被害者等の帰国により、拉致被害者等家族及び県民の悲願が実

現する。 

（神奈川県担当課：国際文化観光局国際課） 

 

 (2) 「対話と圧力」、「行動対行動」の原則の下、日朝政府間協議に臨む

とともに、拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を行わな

いとの方針を堅持し、拉致問題の全面解決を粘り強く迫ること。 
◆現状・課題 
外交交渉や制裁措置の実施にもかかわらず、拉致問題はいまだに解決していない。政府は、

「対話と圧力」、「行動対行動」を基本姿勢として、拉致問題の全面解決に向けて、北朝鮮の行

動を促す圧力となるような方策を講じ、事態の打開を図る必要がある。 

◆実現による効果 
拉致問題の全面解決により、拉致被害者等家族及び県民の悲願が実現する。 

（神奈川県担当課：国際文化観光局国際課）
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 (3) 北朝鮮に不測の事態が発生した場合に備え、拉致被害者等の救出及び

安全確保のため、関係諸国や国際機関等と連携し、適切に対応できるよ

う準備を進めること。 

（神奈川県担当課：国際文化観光局国際課） 

 

 (4) 拉致問題を風化させないための取組をより一層強化すること。 

◆現状・課題 

 拉致問題は、発生から40年以上の長い年月が経過しており、拉致被害者等の御家族の高齢化

も進んでいる。解決に向けては、国民の世論を盛り上げ、交渉の後押しをしていく必要があ

る。しかしながら、問題発生から長い年月が経過しているため、絶えず世論を盛り上げ維持し

ていくためには、粘り強い啓発活動を実施していく必要がある。  

○平成30年度拉致問題に関する本県の主な取組 

１ 映画「めぐみ－引き裂かれた家族の 30年」上映会 

・年月日 平成 30年10月14日～平成31年３月５日の間 計５回 

・場所 県内５か所 

    ・参加 494人 

２ 「すべての拉致被害者救出を！」めぐみさんと家族の写真展 

 ・年月日 平成30年 12月９日 

 ・場所 新都市プラザ 

・内容 横田めぐみさんと家族の写真展、神奈川県にゆかりのある特定失踪者パネル展

示、アニメめぐみの上映、横田早紀江さんビデオメッセージ、特定失踪者御家

族の訴え、横田めぐみさんの同級生の吉田直矢さんコンサート等  

３ 神奈川県にゆかりのある特定失踪者パネル等の展示 

・期間 平成30年４月～平成31年３月 

・場所 60か所（県民利用施設や県内市役所ロビーなど全市町村で実施） 

４ 拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」寒川町公演 

・年月日 平成 30年10月11日 

・場所 寒川町民センター ホール 

    ・参加 約 700人 

５ 拉致問題啓発タペストリー（縦1.5m×横9.4m×2枚）の掲出 

 ・掲出期間：平成30年 10月５日からめぐみさんの帰国まで 

 ・場所：県庁エネルギーセンター棟 ２階フェンス 

◆実現による効果 

 拉致問題の風化を防止し、解決に向けた国民世論が喚起される。 

（神奈川県担当課：国際文化観光局国際課） 

◆現状・課題 

北朝鮮は、組織的、広範かつ深刻な人権侵害を行っており、「北朝鮮における人権に関する国

連調査委員会」報告書においても非難されている。また、北朝鮮は平成 29年の核実験実施、弾

道ミサイル発射の後は、平昌オリンピックを契機に対話路線に転換しているが、朝鮮半島を巡

る情勢には今後とも注視する必要がある。 

国際社会が北朝鮮に対する国連安保理決議に基づく措置に取り組む中、北朝鮮は体制維持の

ため、厳しい対応を行っており、万が一体制が崩壊するなど不測の事態が発生した場合、拉致

被害者等邦人の救出及び安全確保が課題である。 

◆実現による効果 

北朝鮮に不測の事態が生じた場合、円滑な邦人の救出及び安全確保が実現する。 
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